
 別紙  

（仮称）安岡沖洋上風力発電事業環境影響評価方法書に対する知事意見 

 

１ 事業計画に対する総括的意見 

本計画は、国内初となる大規模な洋上風力発電事業であることから、風力発電

に係る最新の科学的知見や国内の洋上風力発電実証事業に加え、国外における同

様事例について情報収集、分析を行った上で、適切に調査・予測・評価を行うこ

と。また、事業実施区域周辺の住居や病院等に加え、漁業等の事業活動について、

特段の配慮が必要である。 

（特に配慮すべき事項） 

  ・風車の配置等については、環境影響を回避・低減する観点から検討を行うこと 

・環境配慮の実施に当たっては、科学的な根拠及び合理的理由をもって行うと

ともに、地元住民等への積極的な情報提供を行う等、地域の意向を踏まえた

適切な対応を行うこと 

・瀬戸内海環境保全特別措置法が適用される海域での事業であり、同法に基づ

く「瀬戸内海の環境の保全に関する山口県計画」（平成20年５月）の趣旨を

踏まえること 

また、方法書の記載事項はもとより、下記に述べる事項についても遺漏なく行

うこと。 

 

２ 調査、予測及び評価の手法に係る意見 

(1) 調査範囲  

事業者は、調査範囲を「発電所主務省令に基づく調査範囲を拡充し、事業

実施区域周辺２kmの範囲を設定」としているが、本事業計画においては、景

観等の環境要素によっては、影響が調査範囲を超えるおそれがあることから、

環境要素ごとに影響が及ぶ範囲を再検討すること。 

(2) 大気環境（騒音・低周波音） 

調査 

○ 風力発電事業については、騒音レベル等が低くても非常に不快に感じる人

が他の設備（航空機、自動車、鉄道）と比較して多いことから、騒音・低周

波音の調査範囲をより広域に設定するよう再検討するとともに、その影響を

懸念する住民等が存在する地域等については、適切に調査地点として選定す

ること。 

○ 調査は夏・冬の２季節に実施することとしているが、季節ごとに風況が異

なること等を考慮して、四季を通じ、適切な時期・期間及び時間帯を設定し、

現況の風況及び騒音等を適切に把握すること。 

 



予測 

逆転層等の特殊な気象条件や居住地域の地形、風向等も踏まえ、調査地点

ごとに影響が最大となる条件設定を行うこと。 

評価 

環境基準等が設定されていない低周波音については、本施設が航空機等と

異なり継続して騒音等を発生する施設であることから、住居、病院等の位置

や風車設置場所からの距離等を踏まえ、生活する上での心理的影響、人の感

覚閾値等や建物等への物的影響について、国内外の最新の科学的知見を基に、

現況と風車設置後の予測値との比較検討を行うとともに、現況からの増分が

及ぼす影響等について適切に評価すること。なお、評価に当たっては、専門

家の意見を十分に聴取すること。 

(3) 水環境（付着生物防止剤） 

風車タワーや基礎等に付着生物防止剤や防錆剤等を使用する場合には、成

分の溶出による水質や海生生物への影響について、適切に調査・予測・評価

を行うこと。 

(4) その他の環境（風車の影） 

   風車によるシャドーフリッカーについては、調査範囲を「風車の可視領域

範囲の内、風車の影が到達する範囲」としているが、その範囲を明確に示す

こと。 

また、風車の羽の反射光による影響についても、必要に応じ、予測・評価

すること。 

(5) 動物・植物 

陸生生物 

○ 鳥類及びコウモリ類の調査に当たっては、専門家の意見を聴いた上で、適

切に調査期間等を設定すること。 

○ 当該事業実施区域及びその周辺は、ハチクマ等の渡り鳥の移動経路となっ

ている可能性があることから、専門家等の意見を踏まえた上で、移動経路の

阻害やバードストライクの発生等について適切な予測・評価を行うこと。 

○ 鳥類及びコウモリ類以外の陸生動物及び陸生植物については、既存資料等

を踏まえ、調査の必要性を検討すること。 

海生生物 

○ 周辺海域における漁業等の事業活動を考慮し、事業実施による生息・生育

環境への影響に係る調査・予測・評価を行うこと。 

また、調査・予測等に当たり、周辺海域における漁獲量等の基礎データを

把握しておくこと。 



○ 潮流の変化による海生生物への影響については、潮流の予測結果を踏まえ、

必要に応じ、予測・評価を行うこと。 

(6) 景観 

○ 調査に当たっては、合理的根拠を持った視野角ごとに区分された可視領域

図を作成し、地域住民や下関市からの意見も踏まえ、調査範囲及び調査地点

を決定すること。 

○ 予測・評価に当たっては、住民等への意見聴取を行った上で、視覚的手法

だけではなく、視野角等の定量的手法も用いて行うこと。特に、対象事業実

施区域及びその周辺は、下関市景観計画における「響灘・海岸景観ゾーン」

に当たることから、当該計画との整合性にも留意すること。 

(7) 人と自然の触れ合い活動の場 

事業実施区域及びその周辺はヨット競技やプレジャーボートによる遊漁で

利用されていることから、これらへの影響について、適切に予測・評価を行

うこと。 

また、対象事業実施区域周辺の海岸については、海水浴場やフィッシング

パーク以外の利用状況も確認の上、調査地点の追加の必要性を検討すること。 

(8) その他 

上記に係る事業計画や調査・予測・評価の手法等の検討の経緯及び結果に

ついては、環境影響評価準備書に記載すること。 

 

 


